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政
令
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三
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五
十
五
号
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（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
調
査
の
結
果
が
著
し
く
異
な
る
こ
と
と
な
る
場
合
）

（
調
査
の
結
果
が
著
し
く
異
な
る
こ
と
と
な
る
場
合
）

第
二
条

法
第
二
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に

第
二
条

法
第
二
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
る
調
査
の
時
点
以
前
の
直
近
の
時
点
に
お
い
て
当
該
都
道
府
県
知
事
に
示
し

よ
る
調
査
の
時
点
以
前
の
直
近
の
時
点
に
お
い
て
当
該
都
道
府
県
知
事
に
示
し

た
事
項
の
う
ち
航
空
機
の
著
し
い
騒
音
が
及
ぶ
こ
と
と
な
る
地
域
内
の
い
ず
れ

た
事
項
の
う
ち
航
空
機
の
著
し
い
騒
音
が
及
ぶ
こ
と
と
な
る
地
域
内
の
い
ず
れ

か
一
の
調
査
地
点
に
お
け
る
時
間
帯
補
正
等
価
騒
音
レ
ベ
ル
（
当
該
特
定
空
港

か
一
の
調
査
地
点
に
お
け
る
航
空
機
騒
音
影
響
度
レ
ベ
ル
（
航
空
機
の
離
陸
又

に
お
い
て
離
陸
し
、
又
は
着
陸
す
る
航
空
機
に
よ
る
騒
音
の
影
響
度
を
そ
の
騒

は
着
陸
に
伴
う
騒
音
の
影
響
度
を
そ
の
騒
音
の
強
度
、
発
生
の
回
数
及
び
時
刻

音
の
強
度
、
発
生
の
回
数
及
び
時
間
帯
そ
の
他
の
事
項
を
考
慮
し
て
国
土
交
通

等
を
考
慮
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
算
定
方
法
で
算
定
し
た
値
を
い
う
。

省
令
で
定
め
る
算
定
方
法
で
算
定
し
た
値
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
同
項
の

以
下
同
じ
。
）
と
同
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
基
づ
く
当
該
調
査
地
点
に
お
け

規
定
に
よ
る
調
査
に
基
づ
く
当
該
調
査
地
点
に
お
け
る
時
間
帯
補
正
等
価
騒
音

る
航
空
機
騒
音
影
響
度
レ
ベ
ル
と
の
差
が
五
以
上
と
な
る
場
合
と
す
る
。

レ
ベ
ル
と
の
差
が
四
デ
シ
ベ
ル
以
上
と
な
る
場
合
と
す
る
。

（
航
空
機
騒
音
対
策
基
本
方
針
）

（
航
空
機
騒
音
対
策
基
本
方
針
）

第
三
条

航
空
機
騒
音
対
策
基
本
方
針
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
つ
て
定
め

第
三
条

航
空
機
騒
音
対
策
基
本
方
針
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
つ
て
定
め

る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

一

特
定
空
港
の
設
置
者
が
当
該
都
道
府
県
知
事
に
示
し
た
時
間
帯
補
正
等
価

一

特
定
空
港
の
設
置
者
が
当
該
都
道
府
県
知
事
に
示
し
た
航
空
機
騒
音
影
響

騒
音
レ
ベ
ル
が
六
十
二
デ
シ
ベ
ル
以
上
で
あ
る
地
域
を
基
準
と
し
て
航
空
機

度
レ
ベ
ル
が
七
十
五
以
上
で
あ
る
地
域
を
基
準
と
し
て
航
空
機
騒
音
障
害
防

騒
音
障
害
防
止
地
区
と
す
べ
き
地
域
を
定
め
、
当
該
時
間
帯
補
正
等
価
騒
音

止
地
区
と
す
べ
き
地
域
を
定
め
、
当
該
航
空
機
騒
音
影
響
度
レ
ベ
ル
が
八
十

レ
ベ
ル
が
六
十
六
デ
シ
ベ
ル
以
上
で
あ
る
地
域
を
基
準
と
し
て
航
空
機
騒
音

以
上
で
あ
る
地
域
を
基
準
と
し
て
航
空
機
騒
音
障
害
防
止
特
別
地
区
と
す
べ

障
害
防
止
特
別
地
区
と
す
べ
き
地
域
を
定
め
る
こ
と
。

き
地
域
を
定
め
る
こ
と
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）


